
第７期高知県保健医療計画の中間見直しについて

５疾病

がん ・直近値の更新

脳卒中 ・目標値を再設定（※１）
・直近値の更新
・医療機関情報の更新

（脳卒中センター、脳卒中支援病
院）

心筋梗塞等の
心血管疾患

・直近値の更新

糖尿病 ・直近値の更新
・指標の追加

（糖尿病患者の新規下肢切断術
の件数　等）

精神疾患 ・直近値の更新
・指標の追加
（依存症専門医療等機関数　等）

５事業・在宅医療

救急医療 ・直近値の更新
・救命救急センター充実段階にS評価を追加
・指標の追加（救急要請（覚知）から救急医療機関への搬
送までに要した平均時間　等）

災害医療 ・直近値の更新

・指標の追加・変更（都道府県による医療従事者に対する
災害医療教育の実施回数　等）

周産期医療 ・直近値の更新
・指標の追加・変更（ハイリスク妊産婦連携指導料1･2届出
医療機関　等）

小児医療 ・直近値の更新
・指標の追加・変更（災害時小児周産期リエゾン任命者数）

へき地医療 ・直近値の更新

・指標の追加（へき地医療拠点病院の中で主要３事業の年
間実績が合算で12回以上の医療機関の割合　等）

在宅医療 ・直近値の更新

・指標の追加（訪問口腔衛生指導を実施している診療所・
病院　等）

○　地域の実情に応じて、医療提供体制の確保を図るために策定するもの。
○　医療の量（病床数）を管理するとともに、質の高い医療を受けられる体制（医療連
　　 携・医療安全）を整備。　
○　医療機能の分化・連携を推進することにより、急性期から回復期、在宅医療に至る
  　  まで、 地域全体で切れ目なく必要な医療が提供される「県民の誰もが住み慣れた地
　　 域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることのできる高知県」を目指す。

１ 計画の目的  

○　第７期高知県保健医療計画（平成30年度～令和５年度）では、令和　
　 　２年度～令和３年度に調査、分析及び評価し、必要に応じて計画の　
　　 見直しを行うこととした。
○　本見直しでは、主に５疾病・５事業・在宅医療を対象とし、指標例の
　　 追加や目標値の再設定を実施した。
○　新型コロナウイルス感染症等の新興感染症対策については、今後
　 　の国の検討状況を踏まえ、次期計画に組み入れる。

２ 中間見直しの方針  

 3 主な変更内容  

※１　中間見直し時に新たに現状値の把握をできたものについて、一部目標値の再設定を行っている。
※２　上記以外の項目についても、本文中の表・グラフ等は直近値の更新を行っている。


